
１．文化財保護法の制約

２．埋蔵文化財の取り扱い方法

　開発計画から発掘調査まで

問い合わせ…飯能市教育委員会生涯学習スポーツ部生涯学習課文化財担当
〒357-8501　埼玉県飯能市大字双柳１－１　　☎042（973）3681

埋　蔵　文　化　財　の　取　り　扱　い

　埋蔵文化財包蔵地内で建物の建築、土地の掘削その他土地の現状を変更する行為を行うときは、文化財保
護法の制約を受けます。
　埋蔵文化財は現状のまま後世に伝えることが望ましいのですが、そこをどうしても開発しなくてはならない場
合には、代換措置として記録保存のための発掘調査を実施することとされています。
　また、現在埋蔵文化財包蔵地に該当していない地域でも、工事中に遺跡が発見されると文化財保護法の適
用を受けます。そのため工事を中止し、発掘調査を実施しなくてはなりません。こうした支障をさけるために、埋
蔵文化財がある可能性の高い地域（埋蔵文化財包蔵地の周辺および山林や草地等で現地踏査ができなかっ
た場所など）や、広い面積の開発予定地でも工事前に現地踏査や試掘調査を行い、遺跡の有無を確認するこ
とがあります。

　埋蔵文化財の取り扱いは、おおむね次の手順で行われます。
①開発計画
　　埋蔵文化財包蔵地についての照会は随時受け付けています。開発計画がある場合には、開発予定地の
場
　所・範囲が分かる地図を持って、生涯学習課文化財担当の窓口へお越しください。
②発掘届の提出
　　埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う場合は、６０日前までに埼玉県教育委員会に届出をしなくてはなり
ま
　せん。届出に必要な用紙は生涯学習課にあります。
③試掘調査の実施
　　地下の様子を調べるため、試掘調査等を実施します。遺構や遺物の有無を確認するだけではなく、保存の
　ための条件や発掘調査が必要な場合はその期間や経費を決める根拠となります。
④保存のための協議
　　試掘調査の結果、遺構・遺物が発見された場合は、工事計画と照らし合わせ、それを保存できるかどうか教
　育委員会と協議します。工事内容によっては発掘調査をせずに保存できる場合があります。
⑤発掘調査の実施
　　遺跡が保存できない場合には、記録保存のため、事業主の責任で発掘調査を実施しなければなりません。
　発掘調査終了後、工事に着手できます。
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